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個人情報等取扱特記事項 

 

（個人情報等を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第１項

に規定する個人情報をいう。）及び個人情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報（以

下「個人情報等」という。）の保護の重要性を認識し、業務を処理するに当たって、個人情報等

を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければなら

ない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 乙は、その使用する者が、在職中及び退職後において、業務を処理するに当たって知り得た

個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な

措置を講じなければならない。 

３ 前２条の規定は、協定終了等の後においても、同様とする。 

（目的外使用の禁止） 

第３条 乙は、業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を、甲の書面による

承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。協

定終了等の後においても、同様とする。 

（適正な管理） 

第４条 乙は、業務に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（複写、複製の禁止） 

第５条 乙は、甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製

をしてはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第６条 乙は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直

ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。協定終了等の後においても、同様とする。 

（検査等の実施） 

第７条 甲は、乙が業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、

必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、又はその検査をすることができる。 

２ 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。 

（収集の制限） 

第８条 乙は、業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは、事務を処理するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 


